


（65歳超雇用推進助成金）

事業主

90 名

20 名

30 名

計 （雇用保険適用事業所番号数） 個 140 名 （労働保険番号数） 個

90 名

20 名

30 名

計 （雇用保険適用事業所番号数） 個 140 名 （労働保険番号数） 個

備
考

留意事項
1 原則として、当該様式に記載の一の事業所を一の事業場とみなします。

なお、一の事業場という程度の独立性がないため、一括して一の事業場として取り扱う事業所がある場合は無期様式第１号別紙「記載事項補正・補足票」の３欄にその旨ご説明ください。
2 「当該事業所に常態として使用される労働者」とは、職業の種類を問わず、事業所に使用される者で賃金を支払われる者をいいます（雇用保険被保険者の人数ではありません）。
3 すべての事業所において雇用保険適用事業所番号及び労働保険番号が1個しかない場合でも提出が必要です。

無期様式第１号(２)

雇　用　保　険　適　用　事　業　所　等　一　覧　表

名　　称

１ 1234-567890-1 本社 千葉県千葉市美浜区○○1-2-3

２ 0123-456789-0 千葉事務所 千葉県千葉市稲毛区○○4-5-6 01234567890-123

３ 9012-345678-9 札幌事務所 北海道札幌市西区○○7-8-9 90123456789-012

１ 1234-567890-1 本社 千葉県千葉市美浜区○○1-2-3

２ 1234-567890-1 千葉事務所 千葉県千葉市稲毛区○○4-5-6 12345678901-234

３ 9012-345678-9 札幌事務所 北海道札幌市西区○○7-8-9 90123456789-012

12345678901-234

雇用保険適用事業所番号 事 業 所 名 所 在 地
当該事業所に常態
として使用される

労働者数
労 働 保 険 番 号

2 2

労 働 保 険 番 号

3 3

12345678901-234

雇用保険適用事業所番号 事 業 所 名 所 在 地
当該事業所に常態
として使用される

労働者数

事業所が3か所あるが、雇用保険適用事業所番号及び労働保険番号が同一の事業場がある場合の例

この例では、

本社と千葉事業所の雇用保険適用事業所番号及び労働保険番号が同一、

事業所が3か所あり、すべての事業所で雇用保険適用事業所番号及び労働保険番号が異なる場合の例
事業所ごとに、適用される雇用保険適用事業所番号を記入してください。11桁の番号を入力してくださ
い（ハイフンは自動で入ります）。

直接入力してください。

職業の種類を問わず、常態として使用され、賃金を支払われる労働者の数を記入してください。
雇用保険被保険者数ではありませんのでご注意ください。

事業所ごとに、適用される雇用保険適用事業所番号を記入してください。11桁の番号を入力してくださ
い（ハイフンは自動で入ります）。

事業場の定義（留意事項１参照）
工場、事務所、店舗等の一定の場所において、相関連する組織のもとに継続的に行われる作業の一体をいう。
よって、同一の場所にあるものは原則として一の事業場とし、場所的に分散しているものは原則として別個の事
業場とする。しかし、同一場所にあっても、著しく労働の態様を異にする部門が存する場合に、その部門は別個
の事業場としてとらえるものとする。また、場所的に分散しているものであっても、出張所、支所等で、規模が著
しく小さく、組織的関連、事務能力等を勘案して一の事業場という程度の独立性がないものについては直近上
位の機構と一括して一の事業場として取り扱うものとする（昭和47 年9 月18 日発基第91 号労働事務次官通達
第2 の3 より一部抜粋）。　※ 労働基準法では、事業場ごとに就業規則の作成、届出が義務とされている。

職業の種類を問わず、常態として使用され、賃金を支払われる労働者の数を記入してください。
雇用保険被保険者数ではありませんのでご注意ください。

直接入力してください。

事業所ごとに、適用される労働保険番号を記入してください。
農林漁業・建設業等の二元適用事業においても、別個に有するすべての労働保険番号を記入してくだ
さい。

事業所ごとに、適用される労働保険番号を記入してください。
農林漁業・建設業等の二元適用事業においても、別個に有するすべての労働保険番号を記入してくだ
さい。



無期様式第１号（３）

高年齢者の雇用管理に関する措置内容

(1) 雇用管理措置
　①　高年齢者の雇用管理に関する措置内容について、実施した措置の内容及び実施方法を記入してください。（複数選択可）

　②　55歳以上の措置対象者（その他で実施した場合のみ記入してください）

　※名簿等による資料の提出でも可

(2) 添付確認資料

・新旧の組織図又は就労配置図

・新旧の組織図、就労配置図又は専門職に就任したことが確認できる書類（辞令等）

ｆ賃金体系の見直し 規則等 ・就業規則又は社内規程等

○

ｄ職域の拡大
規則等 ・就業規則又は社内規程等

その他

ｂ作業施設・方法の改善 その他
・納品書、領収書、工事完了報告書のいずれか
・導入内容が確認できる資料（写真、カタログ等）

ｃ健康管理、安全衛生の配慮

規則等 ・就業規則又は社内規程等

ｇ勤務時間制度の弾力化 規則等 ・就業規則又は社内規程等 ○

ｅ知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進
規則等 ・就業規則又は社内規程等

その他

その他
・受診者名簿（実施日、対象者、年齢が明記されているもの）
・受診機関の領収書（事業主が費用を負担したことが確認できる書類）
・（講習の場合）参加者名簿及び実施内容が確認できる書類

チェック

ａ職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等

規則等 ・就業規則又は社内規程等

その他
・参加者名簿（実施日、対象者、年齢が明記されているもの）
・実施内容が確認できる書類（研修のレジュメ等）

措置の種類 確認資料（写しを提出）

年齢 対象者氏名 年齢 対象者氏名 年齢

〇〇　〇〇 58 △△　△△ 62

対象者氏名 年齢 対象者氏名 年齢 対象者氏名

3

令和7年4月1日

条
項

（号） ○ 令和7年4月10日

条
項

（号）

措置の種類　（プルダウンより選択） 概要（対象者の年齢、措置の具体的内容等）
実施方法

規則等 規則名 条項 その他 導入（実施）時期

2  ｇ 勤務時間制度の弾力化
60歳以上の労働者を対象に１～３時間の範囲で勤務時間を短縮できる制度を
新設

○ パート社員就業規則

1  ｃ 健康管理、安全衛生の配慮 60歳以上の高年齢者を対象に歯周病検診を実施した

35 条
項

（号）

・高年齢者に適用した措置であること、措置を実施する目的、効果等がわかるよ
うに具体的に記入してください。
・勤務時間の弾力化の場合は具体的な短縮時間を記入してください。
・55歳未満の方が含まれる場合は措置の対象となりません。

実施方法が規則等の場合「規則等」の欄に「○」を記入してください。

規則等による実施の場合は、規則名、条項（号）番号を記入してください。

その他の場合は「その他」の欄に「○」を記入してください。
「その他」による実施の場合は、②55歳以上の措置対象者に記入してください。

措置の種類、実施方法に応じた確認資料を用意の上、チェック欄に「○」を記入
してください。

措置を規定した規則の施行日又は措置を実施した日を記入してください。



無期様式第１号　別紙
（高年齢者無期雇用転換コース）

令和 年 月 日

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長　殿　

申請事業主代表者　職名・氏名

労働者代表従業員氏名

２．就業規則等について補足・補正事項がある場合は、該当するものに☑を入れて下欄にその理由をご記入ください。

３．その他、補足・補正事項がある場合は、下欄にその内容と理由をご記入ください。

 （２）就業規則の本則に規定する「別に定める規則」がない場合

 （３）意見書・届出書を紛失又は提出できない場合

 〇〇事務所については本社の就業規則を準用している。

代表取締役　今田　晴気

〇〇　〇〇

下記の内容に間違いのないことを労
働者代表従業員に確認しましたか。

はい

１．無期雇用転換計画書について補足・補正事項がある場合は、該当するものに☑を入れて下欄にその理由をご記入ください。

 （１）主たる事業所の所在地と登記事項証明書等の所在地が相違している場合

  登記事項証明書の所在地は代表取締役の居住地であり、実質的な法人としての活動は主たる事業所の所在地で
行っている。

 （１）複数の事業場を有しており、本社等主たる事業所の就業規則を事業場ごとに労働基準監督署に届出して準用してい
       る場合【準用する事業場名も併せて記載】

7 4 25

記載事項補正・補足票

労働者代表に確認の上、
チェックをいれてくださ
い


